
 

被爆者援護法第１条第３号に係る審査方針 
 

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（以下「法」という。）

第１条第３号に規定する，「前二号に掲げる者のほか，原子爆弾が投

下された際又はその後において，身体に原子爆弾の放射能の影響を受

けるような事情の下にあった者」についての審査方針を，被爆者救済

の立場に立って，次のとおり定める。 

 

次の１及び２のいずれかに該当する者は，法第１条第３号に該当す

ると認めることとする。 

また，１及び２に該当しない被爆状況については，１及び２に相当

する被爆事実が認められるかについて個別に審査を行うこととする。  

なお，これらの判断は，別に定める「被爆者援護法第１条第３号に

係る審査方針の運用のガイドライン」によることとする。 

 

１ 原子爆弾が投下されたその後  

(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令（以下「政令」と

いう。）第１条第２項に定める期間内に，原子爆弾が投下された当時

の政令別表第二に掲げる区域以外の区域において，被爆して負傷した

者が多く集合していた環境に相応の時間とどまったと認められる者 

  

(2) 被爆して負傷した者が収容されている環境にいたが，(1)に該当し

ない者については，政令第１条第２項に定める期間内に，原子爆弾が

投下された当時の政令別表第二に掲げる区域以外の区域において，被

爆して負傷した者との接触により，(1)に該当する者と同程度以上の

被爆状況にあったと認められる者  

 

(3) 被爆した者の輸送又は被爆した者の死体の処理に従事し，被爆して

負傷した者と接触があった者については，政令第１条第２項に定める

期間内に，原子爆弾が投下された当時の政令別表第二に掲げる区域以

外の区域において，(1)に該当する者と同程度以上の被爆状況にあっ

たと認められる者  

 

２ 令和４年３月 18日健発0318第８号厚生労働省健康局長通知を踏まえ，

「黒い雨」被爆者健康手帳交付請求等訴訟の判決に関しての内閣総理大

臣談話（令和３年７月27日閣議決定）に記載がある「原告」と同じよう

な事情にあったと認められる者 

※ ２について，令和４年４月１日より前になされた被爆者健康手帳交

付申請については，令和４年４月１日に申請があったものとみなす。 
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附則 

 １ この審査方針は，平成２１年１２月３日から施行し，施行の日以降

の手帳審査において適用する。 

 ２ 昭和４３年９月３０日付け「被爆者の定義」の運用についての衛生

部長通知は，廃止する。 

 

附則 

 この審査方針は，令和４年４月１日から施行し，施行の日以降の手帳審

査において適用する。 

    


